
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ａ）処置面に吸引を適用する吸引アプリケータ先端と、
ｂ）外部吸引源と連結可能な吸引コネクタと、
ｃ）吸引コネクタとアプリケータ先端との間に延びる吸引経路と、
ｄ）吸引経路から大気と通気させるように連結可能な通気手段と、
ｅ）アプリケータ先端における吸引を制御するように手で操作できる吸引制御部材と、を
有する、手で保持して操作するように意図され、特定範囲の種々強度で制御可能な吸引流
を前記外部吸引源から供給できる吸引アプリケータにおいて、前記通気手段は、前記吸引
制御部材によって前記吸引経路の通気程度を変更するように動作可能な可変通気スロート
を有することを特徴とし、前記吸引制御部材は、可変の断面を有する吸引 ートを備え

、吸引アプリケータ。
【請求項２】
前記吸引制御部材は、前記吸引制御部材が移動されるのに伴って前記吸引および通気スロ
ートを変化させるポートを有する可動バルブ部材を備えることを特徴とする請求項 に記
載の吸引アプリケータ。
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スロ
、
該吸引スロートは、アプリケータ先端に適用される吸引圧を変更するように動作可能であ
り、該アプリケータ先端に適用される吸引を増加するように移動でき、該吸引制御部材の
移動に伴って通気度と吸引圧が互いに逆に変化するように該通気スロートと該吸引スロー
トとが結合されることを特徴とする
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【請求項３】
流体を分注する分注経路を有する請求項 また に記載の吸引アプリケータにおいて、前
記吸引制御部材は、前記吸引経路が前記分注経路に連結されて前記分注経路の不要物を一
掃するクリアリング位置に移動可能であることを特徴とする吸引アプリケータ。
【請求項４】
前記吸引アプリケータ先端と前記分注経路との間の前記吸引経路の連通を切換える切換バ
ルブを有し、前記切換えバルブは前記吸引制御部材をクリアリング位置に移動することに
よって作動されることを特徴とする請求項 に記載の吸引アプリケータ。
【請求項５】
分注対象の流体は生物組織密封材を含み、アプリケータは組織密封材用の分注用先端を有
し、処置面に対する吸引と組織密封材とを協同適用するために前記分注用先端と前記吸引
アプリケータ先端とが隣接して配置されていることを特徴とする請求項 に記載の吸引ア
プリケータ。
【請求項６】
ａ）ハウジングと、
ｂ）ハウジングから遠位方向に延びて吸引孔で終端する吸引アプリケータ先端であって、
前記吸引孔は可変の断面図を有する吸引アプリケータ先端と、
ｃ）ハウジング内において近位吸引ポートと吸引アプリケータ先端との間に延びる吸引管
路と、
ｄ）真空源と連結可能な真空管路と、
ｅ）大気圧と連通している通気と、を有する医療用吸引装置において、
ｆ）前記近位吸引ポートと前記真空管路とに連結され、前記真空管路からの真空圧を前記
吸引管路と前記通気との間で可変的に分配するように適合された可動バルブマニホールド
を有することを特徴し、前記バルブマニホールドが、前記吸引管路が前記真空管路から隔
離され、前記通気と前記真空管路とが流体連通する第１の位置と、前記吸引管路と前記真
空管路とが連通し、前記通気が前記真空管

医療用吸引装置。
【請求項７】
前記弁マニホールドにより、真空からの隔離と最大真空圧力との間の範囲の前記吸引管路
への適用真空圧を、手で制御可能に選択できることを特徴とする請求項 に記載の医療用
吸引装置。
【請求項８】
前記バルブ部材の前記吸引孔と前記バルブハウジング内の前記吸引ポートとが整合し、前
記バルブ部材が前記第１の位置から前記第２の位置に移動するのに伴って断面積が増加す
る可変吸引スロートを形成することを特徴とする請求項 に記載の医療用吸引装置。
【請求項９】
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路から隔離される第２の位置との間で手で動か
せることを特徴とし、
該真空マニホールドが、
ｉ）該吸引管路と流体連通する吸引ポートを有するとともに大気圧と連通して通気する通
気ポートを有するバルブハウジングと、
ｉｉ）該バルブハウジング内において該第１および第２の位置の間で移動可能であり、該
真空管路、該吸引孔、および該通気孔に流体連通する真空チャンバを含んでいるバルブ部
材であって、該バルブ部材が該第１および第２の位置の間で移動すると、該吸引および通
気孔が移動して、それぞれ、吸引および通気ポートと少なくとも部分的に整合されるよう
に該吸引および通気孔が構成および配置されているバルブ部材と、を有していることを特
徴とし、
該吸引孔と該通気孔とは、該バルブ部材の移動方向に変化する断面によって構成され、逆
向きに配置されており、それにより、該バルブ部材が移動すると、それぞれの固定点に対
し、該通気孔の断面が減少すると該吸引孔の断面が増加し、該通気孔の断面が増加すると
該吸引孔の断面が減少することを特徴とする、
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６



前記バルブ部材の前記通気孔と前記バルブハウジング内の前記通気ポートとが整合し、前
記バルブ部材が前記第１の位置から前記第２の位置に移動するのに伴って断面積が減少す
る可変通気スロートを形成することを特徴とする請求項 または に記載の医療用吸引装
置。
【請求項１０】
前記吸引孔と前記通気孔の一方または両方は、次第に狭くなる楕円形状を有することを特
徴とする請求項 に記載の医療用吸引装置。
【請求項１１】
前記吸引孔と前記通気孔のそれぞれは次第に狭くなる楕円形状を有し、前記バルブ部材の
移動方向に沿って逆向きに配置されていることを特徴とする請求項 に記載の医療用吸引
装置。
【請求項１２】
前記吸引孔および前記通気孔の断面積は移動方向に沿って直線的にそれぞれ増加および減
少することを特徴とする請求項１ に記載の医療用吸引装置。
【請求項１３】
前記バルブ部材の前記通気孔と前記バルブハウジング内の前記通気ポートとが整合し、前
記バルブ部材が前記第１の位置から前記第２の位置に移動するのに伴って断面積が減少す
る可変吸引スロートを形成することを特徴とし、また、前記吸引スロートおよび前記通気
スロートの断面積は移動方向に沿って直線的にそれぞれ増加および減少することを特徴と
する請求項 に記載の医療用吸引装置。
【請求項１４】
処置面の準備された部分に接着剤成分を適用するための接着剤孔を有するとともに、準備
された部分と隣接する処置面の未準備部分に吸引を適用するように配設された吸引孔を有
する手持式アプリケータを備える生体接着剤適用するための装置であって、該装置は、処
置面の準備された部分から未準備部分に吸引孔が移動するように組織表面を横切ってアプ
リケータを移動させ、処置面を準備するために吸引を適用し、準備した処置面に密封材を
適用するように構成され、前記接着剤アプリケータは、吸引孔において種々の吸引レベル
を与えるように移動できるバルブ部材を有することを特徴とし、前記吸引孔は可変の断面
図を有することを特徴と

装置。
【請求項１５】
前記装置は、処置面の準備と処置面への接着剤の適用とをシングルパスで同時に行なうよ
うに構成される、請求項 に記載の装置。
【請求項１６】
前記アプリケータは、手で保持できる細長い本体と、接着剤孔で終端する接着剤成分管路
と、吸引孔で終端する吸引管路とを含み、前記接着剤管路と前記吸引管路とはいずれも手
で持つとアプリケータから遠位方向に延びる請求項 に記載の方法において、前記接着
剤管路は前記吸引管路に対して遠位に配置され、前記アプリケータを近位に移動すること
によって接着剤を分注することを特徴とする装置。
【請求項１７】
前記アプリケータは、混合された多成分系の接着剤を接着剤孔を介して分注できることを
特徴とする請求項 、 、または に記載の装置。
【請求項１８】
前記接着剤孔と前記吸引孔とは、使用中に処置面から等距離であるように整列されること
を特徴とする請求項 に記載の装置。
【請求項１９】
前記制御バルブは、最大吸引と無吸引との間の連続設定範囲のいずれかに設定可能である
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し、
該吸引孔と該通気孔とは、該バルブ部材の移動方向に変化する断面によって構成され、逆
向きに配置されており、それにより、該バルブ部材が移動すると、それぞれの固定点に対
し、該通気孔の断面が減少すると該吸引孔の断面が増加し、該通気孔の断面が増加すると
該吸引孔の断面が減少することを特徴とする、
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ことを特徴とする請求項 に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
関連出願の相互参照
本出願の主題は、「制御された吸引力を利用して測定分量物を分注する流体供給装置（ FL
UID APPLICATOR FOR DISPENSING MEASURED QUANTITIES WITH USE OF CONTROLLED SUCTION
）」と題された、本願と同一出願人による同一出願日の同時係属国際出願の主題に関連す
るものであり、文献引用によって前述の同時継続国際出願の開示内容全体を本願明細書中
に引用したものとする。
技術分野
本発明は、手で保持して操作するための吸引アプリケータと、このアプリケータの使用法
に関するものである。該アプリケータは、例えば手術または他の医療処置の際に生物組織
などの処置面に一定範囲のレベルの被制御吸引を適用する医療装置としての用途を有する
。好適実施態様において、該アプリケータは、アプリケータ先端の吸引管路における被制
御レベルの吸引力と組織用接着剤との適用を選択的に与える生物組織密封材（すなわち、
接着剤）アプリケータ内の分注用アセンブリと組合わせて利用される医療用流体吸引装置
である。
発明の背景
流体を身体組織に分注する、流体を身体組織から吸引する、または、流体の分注および吸
引の組み合わせを実施するように適合された種々の医療装置が開示されてきた。そのよう
な先行開示物の例を以下に総括的に記載する。
種々の公知の吸引装置が種々の医療用途に適合されてきた。そのような吸引装置において
は、吸引量を制御および変更するために複数のバルブ構造体が利用されている。一般に、
医療用吸引装置のこれら公知のバルブ機構は、真空圧を利用して作業用先端への流体の連
通を直接的に調節する、あるいは吸引チップと並行して通気経路に適用される真空圧の比
率を調節するというものである。吸引用の流体通路を調節する特定のバルブ構造体は、多
くの場合、止めコック（１、２、または３方向）、ゲートバルブ、ピンチバルブ、トラン
ペットバルブ、ベンチュリバルブと呼ばれている。
真空源により流体の連通を直接に調節するバルブ構造体を利用している吸引装置の例は、
米国特許第３，６４５，４９７号、同第４，４８７，６００号、および同第４，５０４，
２６６号に開示されている。流体の分注も組合わせた前述装置には、米国特許第２，８１
２，７６５号、同第３，２０８，１４５号、同第４，６９６，６６９号、同第４，７７６
，８４０号、同第４，８９１，０４４号、同第５，０６１，１８０号、同第５，１８６，
７１４号、同第５，２９５，９５６号、同第５，４７６，４５０号、および同第５，６０
３，７００号などがある。また、吸引の可変制御量を調節する前述装置が、米国特許第３
，６４５，４９７号、同第４，７７６，８４０号、および同第５，３６８，５６０号に開
示されている。
直前に述べたような機構の１タイプは「ピンチバルブ」であり、そのようなものは米国特
許第４，６９６，６６９号、および同第５，２９５，９５６号に開示されている。バレス
（Ｂａｌｅｓ）他による米国特許第５，２９５，９５６号は、手持式内視鏡の吸引装置に
おいて可変吸引制御を行なう「ピンチバルブ」を開示している。この装置では、トリガボ
タンに取付けられたバネ仕掛けのフック（好ましくはプラスチック製）によって吸引通路
が閉鎖状態に保たれる。トリガを「引く」と、取付けられているフックが可撓管の圧縮状
態を解除して吸引通路を開く。そのため、トリガボタンの変位量に応じて吸引状態を制御
できる。
ピンチバルブと同様にトランペットバルブも真空源と作業用先端との間の流体連通に影響
を及ぼす。しかしながら、トランペットバルブは、通路は圧縮するのではなく、吸引通路
の閉塞度を制御することにより吸引通路を流れる流体の量を調節することによって機能す
る。
例えば、ニブール（Ｎｙｂｏｅｒ）による米国特許３，６４５，４９７号には、歯科用途
に使用するように適合された手持式可変制御吸引装置が開示されている。ユーザが真空圧

10

20

30

40

50

(4) JP 3984298 B2 2007.10.3

１４



を希望しない場合、真空源と作業用先端とを連結する通路が薄いプレートによって完全に
閉塞される。あるいは、作業用先端の真空圧を増加するためにユーザはプレートを可変量
だけスライドさせることができ、それによって通路を流れる流体の量が増減される。
フレイタス（Ｆｒｅｉｔａｓ）による米国特許第４，７７６，８４０号には手持式の医療
用吸引および洗浄装置が、開示されている。基本的に作業用端部に２つのポートが存在し
ている。一方のポートは真空源に直接に連結されており、他方のポートは溶液の分注また
は吸引のいずれかを行なう。常時真空圧ポートに加え、都合よく配置されたプランジャを
ユーザの親指で押すことによって第２の調節可能な吸引が生じる。プランジャを押すこと
によって真空源と分注ポートとが連通し、それと同時に逆流による流体容器の汚染を防止
する。また、プランジャはその変位に応じて次第に細くなっており、それによって真空源
と分注ポートの間の流体の量（吸引）を調節する。
トランペットタイプのバルブの他に、作業吸引チップと並行して通気経路に適用される真
空圧の割合を変更することによって吸引を調節する場合もある。これらの構造体のことを
、本明細書では「ベンチュリ」タイプの構造体と呼ぶ。通気経路が覆われているとき、作
業用先端の真空圧は最大となり、最大吸引は通路を通る。他方、通気経路が開いていると
、吸引は主として通気経路を通り、作業用先端はほとんど吸引を示さない。
また、通気経路を通る流体流の量に比例して真空圧の量が調整される場合もある。しかし
ながら、作業用先端が塞がれている場合、吸引流のほとんどが通気経路を流れるので、こ
のコントロールはほとんど感度が無いと考えられる。
医療用吸引装置に使用されているベンチュリタイプのバルブの例は、米国特許第３，４６
９，５８２号、同第３，６２５，２２１号、同第４，３５６，８２３号、同第４，４４５
，５１７号、同第４，６１７，０１３号、同第４，６９９，１３８号、同第４，８５７，
０４７号、同第５，０２４，６１５号、および同第５，２２６，８７７号に記載されてい
る。これらの装置で、溶液の分注も行なうものが、米国特許第４，６１７，０１３号、同
第４，８５７，０４７号、および同第５，２２６，８７７号に開示されている。米国特許
第３，６２５，２２１号には、調節可能なベンチュリ吸引が開示されており、また、米国
特許第５，４１９，７６９号および３，４６９，５８２号では、ベンチュリ吸引により、
真空源と作業用先端の間で流体流を連通する別の部材を作動する。
更に詳しく言うと、ブーヘル（Ｂｕｃｈｅｌ）による米国特許第５，０２４，６１５号に
は、真空圧の調節に利用されるベンチュリタイプのバルブを備えた外科手術用吸引装置が
開示されている。通気経路を通る流体流の量は、ユーザの指先で調節され、それにより装
置の作業用先端の真空圧が調節される。
前述のトランペットおよびベンチュリタイプの機構以外に、マイルドな吸引を生じる別の
装置構造がクラッパ（Ｋｌａｐｐｅｒ）他の米国特許第５，３００，０２２号に開示され
ている。しかしながら、そこでは、洗浄液が作業用先端の排水（真空圧入口）ポートを流
れるように吸引がなされる。円錐形構造のため、洗浄水は排水ポートから下向きに偏向し
、マイルドなベンチュリ吸引を生じる。エプスタイン（Ｅｐｓｔｅｉｎ）による米国特許
第５，２６６，８７７号には、吸引アプリケータチップを有し、組織密封材と吸引とを同
時に与えることに関係のある組織密封材供給装置が開示されている。実際のところ、前述
の供給装置の操作では、吸引および密封材は別々の通路で与えられるものと考えられてい
る。オペレータがアプリケータを片手で操作しながら吸引と密封材の切換えを行なえるこ
とが目的であることは明らかであるが、任意の瞬間において提供しようとしているのは、
流体、吸引状態、密封材のうちのいずれか１つだけであることは明白である。これは有用
な方法であるが、改善させた組織密封材適用方法が必要である。
前述の引用文献の他に、更に別の吸引装置開示物が、米国特許第１，２０６，１２６号、
同第３，０６５，７４９号、同第３，９４９，７４８号、同第４，５７３，９７９号、同
第４，９０４，３２８号、同第５，０２４，６５４号、同第５，１４５，３６７号、同第
５，３４８，５４２号、同第５，４３３，７０５号に記載されている。
以上の要約すると、低強度吸引から高強度吸引まで変化する範囲の吸引レベルを提供でき
る公知の吸引装置は、吸引出力の強度が急激に変わる傾向があったり、おだやかな吸引を
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制御することがほとんど不可能であったり、応答特性にむらがあったり、手術対象組織な
どのデリケートな処置面を掴んでしまうことがあったり、または、これら欠点の組合わせ
を被ることがある。従って、全範囲の吸引レベルにおいて適用手動操作に対する安定した
応答があり、作業用先端において制御可能な複数の吸引レベルを提供する医療用途に適し
た手動操作可能な吸引装置も必要である。
発明の開示
本発明は課題を解決する。本発明は、前述のニーズのうちの１つ以上を満足する医療用途
に適した吸引装置を提供するという課題を解決するものである。本発明の複数の側面およ
びその実施態様によって解決される上記以外の課題は本明細書の開示から明らかになるで
あろう。
従って、一方の側面において、本発明は、手で保持して操作するように意図された吸引ア
プリケータであって、
ａ）処置面に吸引を適用する吸引アプリケータ先端と、
ｂ）吸引源と連結可能な吸引コネクタと、
ｃ）アプリケータの操作構成のときに吸引コネクタとアプリケータ先端との間に延びる吸
引経路と、
ｄ）吸引経路を大気と通気させるように連結できる通気手段と、
ｅ）アプリケータ先端における吸引を制御するように手で操作できる吸引制御部材と、を
有し、
吸引制御部材は、アプリケータ先端に吸引を適用せずに大気に対して最大吸引通気を行な
う第１の位置と、大気と通気せずに最大吸引をアプリケータ先端に適用する第２の位置と
の間で選択的に移動でき、吸引制御部材は、吸引経路が部分的に圧縮されて一部の吸収を
アプリケータ先端に適用するとともに一部を大気と通気させる中間位置を有する吸収アプ
リケータを提供する。
好適実施態様において、吸引制御部材は、吸引経路が分注経路に連結されて分注経路を一
掃する第３の位置に移動可能である。選択的な第４の位置は通気せずに吸引経路を閉鎖で
きる。
他方の側面において、本発明は、手で保持して操作するように意図され、特定範囲の種々
強度で制御可能な吸引流を外部吸引源から供給できる吸引アプリケータであって、
ａ）処置面に吸引を適用する吸引アプリケータ先端と、
ｂ）外部吸引源と連結可能な吸引コネクタと、
ｃ）アプリケータの操作構成のときに吸引コネクタとアプリケータ先端との間に延びる吸
引経路と、
ｄ）吸引経路から大気と通気させるように連結可能な通気手段と、
ｅ）アプリケータ先端における吸引を制御するように手で操作できる吸引制御部材と、を
有し、
通気手段は吸引制御部材によって吸引経路の通気程度を変更するように動作可能な可変通
気スロートを有している吸引アプリケータを提供する。吸引経路は、アプリケータ先端に
適用される吸引圧を変更するように動作可能な可変吸引スロートを有し、通気スロートと
吸引スロートとは結合され、吸引制御部材の移動に伴って互いに逆に変化することが好ま
しい。この側面においても、吸引制御部材は、吸引経路が分注経路に連結されて分注経路
の不要物を一掃するクリアリング位置に移動可能にできる。限定するものではないが、本
発明は、アプリケータ内で選択的に予混合してもよい生物組織密封材の適用といった医療
用途に特に有用であり、この目的のために、アプリケータは、吸引と組織密封材とを処置
面に協同適用するための吸引アプリケータと隣接して配置されている、前述の流体のため
の分注用先端を有している。
更に別の側面において、本発明は、
ａ）ハウジングと、
ｂ）ハウジングから遠位方向に延びて吸引孔で終端する吸引アプリケータ先端と、
ｃ）ハウジング内において近位吸引ポートと吸引アプリケータ先端との間に延びる吸引管
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路と、
ｄ）真空源と連結可能な真空管路と、
ｅ）大気圧と連通している通気と、
を有する医療用吸引装置において、
ｆ）近位吸引ポートと真空管路とに連結され、真空管路からの真空圧を吸引管路と通気と
の間で可変的に分配するように適合された可動バルブマニホールドを有し、
バルブマニホールドは、吸引管路が真空管路から隔離され、通気と真空管路とが流体連通
する第１の位置と、吸引管路と真空管路とが連通し、通気か真空管路から隔離される第２
の位置との間で手で動かせることを特徴とする医療用吸引装置を提供する。
一実施態様において、真空マニホールドは、
ｉ）吸引管路と流体連通する吸引ポートを有するとともに大気圧と連通して通気する通気
ポートを有するバルブハウジングと、
ｉｉ）バルブハウジング内において前記第１および第２の位置の間で移動可能であり、真
空管路、吸引孔、および通気孔に流体連通する真空チャンバを含んでいるバルブ部材であ
って、吸引および大気孔は、バルブ部材が前記第１および第２の位置の間で移動すると、
真空および通気孔が移動して、それぞれ、真空および通気ポートと少なくとも部分的に位
置合せされるように構成および配置されているバルブ部材と、を有している。
吸引孔と通気孔とは、バルブ部材の移動方向に変化する横方向の大きさによって構成され
、逆向きに配置されていることが好ましく、それにより、バルブ部材が移動すると、それ
ぞれの固定点に対し、通気孔の縦方向の大きさが減少するときに吸引孔の縦方向の大きさ
が増加し、逆の場合も同様である。
このように、本発明は作業用先端用の吸引経路と通気経路との間の適用吸引比を反比例的
に相互に調節する医療用吸引装置を提供する。本発明は、可変スロートのバルブ動作によ
り吸引経路と通気経路との両方を制御可能に管理することにより、外科医のニーズ、特に
組織接着剤の適用に関連して生じることのあるニーズに良く合った、滑らかな動作、良好
な感触および応答性を備えた片手で操作できるので制御部材による、穏やかな吸引性のデ
リケートな制御、適度な吸引範囲、および優れた最大吸引力制御を実現する吸引アプリケ
ータを提供する。
更に別の側面において、本発明は、組織密封材供給孔とそれに隣接する吸引孔とを有する
組織密封材アプリケータを採用する組織密封材適用方法であって、アプリケータを組織表
面を横切る方向に移動させ、それによって処置面の準備のために吸引をかけると共に準備
処置面に密封材を適用するときに吸引孔が組織密封材供給孔を先導する段階を有する組織
密封材適用方法を提供する。このように、外科医または他のユーザは、処置面の準備と処
置面への密封材の適用とを同時にシングルパスで行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
図１は、本発明の流体吸引装置アセンブリの実施態様を部分的に含んでいる医療用流体ア
プリケータアセンブリの斜視図である。
図２Ａ～Ｃは、図１の医療用流体アプリケータアセンブリの平面図、側面図、および端面
図である。
図３は、図１の医療用流体アプリケータアセンブリの分解斜視図であり、供給装置部から
外した状態のアプリケータ部を示し、また、各部の内部構造を付影線で示すとともに、作
動アセンブリと、可聴式体積指示器と、本発明の流体吸引装置アセンブリに含まれるバル
ブマニホールドとの部分の略分解図を示すものである。
図４Ａ～Ｂは、それぞれ、図１の医療用流体アプリケータアセンブリの流体分注用経路の
近位部の側断面図および上断面図であり、図４Ｂは図４Ａの線４Ｂ－４Ｂに沿って切った
ものである。
図４Ｃは、請求項１のアセンブリのアプリケータ部の斜視図であり、分注管路を流体分注
経路の遠位端部として付影図で示している。
図５は、図２Ａの線５－５に沿って装置中心を通して切った図１の医療用流体アプリケー
タアセンブリの分注用アセンブリの立面断面図である。
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図６は、図１の医療用流体アプリケータアセンブリに含まれる作動アセンブリおよび可聴
式体積指示器の内部に使用されるラックの平面図である。
図７は、図１の医療用流体アプリケータアセンブリの作動アセンブリの中でラックと組合
わせて利用されるプランジャの平面図である。
図８は、図５に示されているものと同様の医療用流体アプリケータアセンブリの立面断面
図であるが、本発明の吸引アセンブリを示すために、供給装置部とアプリケータ部との両
方を断面図で示してある。
図９Ａ～Ｅは、図８に示された吸引アセンブリのバルブマニホールドで使用されているバ
ルブステムの平面図、底面図、側断面図、ユーザ側立面図、作動側立面図を遠位法で示し
たものであり、図９Ｃは図９Ａの線９Ｃ－９Ｃに沿って切ったものである。
図１０Ａ～Ｄは、それぞれ、図８の吸引アセンブリのバルブ動作を行なうために使用され
るバルブアクチュエータの平面図、底面図、２つの側断面図であり、図１０Ｃは図１０Ａ
の線１０Ｃ－１０Ｃに沿って切ったものであり、図１０Ｄは図１０Ａの線１０Ｄ－１０Ｄ
に沿って切ったものである。
図１１Ａ～Ｄは、それぞれ、図１の医療用流体アプリケータ全体に設けられている分注管
路の分注およびクリアリング機構と協働するシャトルバルブの平面図、側面図、側断面図
、および端面断面図であり、図１１Ｃは図１１Ａの線１１Ｃ－１１Ｃに沿って切ったもの
であり、図１１Ｄは図１１Ｂの線１１Ｄ－１１Ｄに沿って切ったものである。
図１２Ａ～Ｃは、図８の吸引アセンブリの側断面分解図であり、開状態の通気経路、開状
態の吸引経路、および開状態のクリアリング経路に対応するバルブマニホールドハウジン
グ内の３つの連続位置にあるバルブステムを示している。
図１３Ａ～Ｂは、図１２Ｂの吸引経路に対する適用吸引量を、選択的におよび制御可能に
調整するそれぞれの連続動作モードにおける本発明のバルブマニホールドの略説明図であ
る。
図１４Ａ～Ｂは、流体供給中の図１２Ｂの吸引経路から流体供給後の図１２Ｃのクリアリ
ング経路へ適用真空を往復するそれぞれの連続動作モードときのバルブマニホールドの略
説明図である。
図１５は、図１の医療用流体アプリケータの供給装置部の分注用アセンブリに充填するの
に利用される好適な充填用のディスペンサアセンブリの１つの斜視図である。
図１６は、図１５のディスペンサアセンブリの斜視図であり、図１の医療用流体アプリケ
ータの供給装置部が所定の充填時の配置方向で該ディスペンサアセンブリに係合されてい
る。
図１７Ａは、図１５に示された充填用のディスペンサアセンブリの平面図である。
図１７Ｂは、図１７Ａの線１７Ｂ－１７Ｂに沿って切った立面断面図である。
図１７Ｃは、図１７Ｂに示された供給装置結合部の１つの立面分解断面図である。
図１７Ｄは、図１７Ａの線１７Ｄ－１７Ｄに沿って切ったものを除く、図１７Ｂと同様な
立面断面図である。
図１８Ａ～Ｃは、それぞれ、本発明の医療用流体アプリケータの変更態様の適度に侵襲的
な手術用途に適合させた別の操作用トリガおよびアプリケータ先端の変更態様の側面斜視
図、上面斜視図、およびユーザ側端面斜視図である。
図１９Ａ～Ｄは、アプリケータ先端部の管路内孔の配置の更に別の変更態様を備える本発
明の医療用流体アプリケータの上面斜視図、側面斜視図、端面斜視図、および断面斜視図
であり、図１９Ｄは、図１９Ａの線１９Ｄ－１９Ｄに沿って切ったものである。
図２０Ａ～Ｃは、図１９Ｄに記載のアセンブリのアプリケータ先端部の分解図であり、そ
れぞれ通気経路、吸収経路、およびクリアリング経路を形成する連続動作モードのときの
バルブマニホールドを示している。
発明の詳細な説明
図面に示された好適実施態様によって本発明を説明する。本発明の医療用流体吸引装置は
独立型吸引装置として有用である。しかしながら、一好適実施態様に関する下記の説明と
記載から、当該吸引発明品は分注用アセンブリの各種装備と組み合わせて医療用流体アプ
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リケータ全体を構成するのに有用であることが理解されるであろう。
従って、本発明の吸引装置の詳細説明は、前述のいくつかのアセンブリおよび小アセンブ
リを有する複合式医療用流体アプリケータ装置の好適動作モードに関する開示内容全体の
うちの一部として記載されるものである。図１～２Ｃに、複合式医療用流体アプリケータ
アセンブリ全体の種々の斜視図を示す。図３に、装置のディスペンサの内部作動部全体お
よび装置の吸引アセンブリの内部作動部とともに、全体装置の脱離可能に係合できる供給
装置とアプリケータ部の概観を示す。図４～７に、本発明のディスペンサアセンブリの複
数の側面に関する更なる詳細を示す。図８～１４に、吸引アセンブリを操作する種々の吸
引およびクリアリングモードの段階別の図を含む、本発明の吸引アセンブリに関する更な
る詳細を示す。図１５～１７Ｅに、本発明の充填用ディスペンサの側面に関する更なる詳
細を示す。図１８Ａ～２０Ｃに、本発明の医療用流体アプリケータ変更態様全体を利用す
る特定タイプの医療処置を実施するのに有用であると信じられている別のアプリケータ先
端の種々の図を示す。
図１～２Ｃに示されている装置全体概観図を参照すると、図１には、組織接着剤すなわち
密封材アプリケータとしての一動作モードのときの医療用流体アプリケータアセンブリ１
が記載されている。装置のアプリケータ先端１０は、真空コネクタ１３を介して外部真空
源（不図示）に結合されている先端吸引孔１２が、組織接着剤源に結合されている先端分
注孔１４を不図示の組織表面全体にわたって先導するように、組織表面を横切って後退す
るように矢印で示されている。このように、先端吸引孔１２にかけられる真空によって組
織から流体を吸引し、それによって流体適用対象の組織を準備する。先端の分注孔１４は
、吸引孔１２の直後に組織表面を横切って移動されるので、準備された組織の上に組織接
着剤１６が筋状に分注される。
組織の準備と流体の適用との間の時間が非常に近接していることは、傷口閉鎖処置におけ
る組織表面への組織接着剤の分注に特に有用な用途があると考えられる。また、本吸引装
置発明によって提供される、適用吸引レベルを選択できる感知力により、組織の準備、溢
れ出た分注液の吸引、および分注用先端に隣接する組織の操作を望み通りに有利に制御で
きると考えられる。当業者に明らかであるように、以下の残りの詳細開示において、流体
の適用と同時に組織準備を行なう図１記載の特徴の他に、医療用流体アプリケータ実施態
様全体の他の動作特徴、ならびに、本発明の新奇な吸引用アセンブリの他の特別な特徴を
説明する。
アプリケータは、片手でうまく持てるように人間工学的にデザインされており、ユーザが
片手で別々または同時に操作したり、多少の訓練により親指だけで同時操作することさえ
できるように好都合に配置された吸引制御ボタン１５と流体分注アクチュエータ１７とが
設けられている。このように、当該装置を利用することにより、表面の吸引準備と組織密
封材などの分注液の筋状の付着とをシングルパスで同時に行なうことができる。
本明細書の記載中、外部真空源は無限の流動量の一定の負大気圧を供給でき、本発明の吸
引アプリケータの動作による影響を実質的に受けないものとする。
可変空気流を制御可能に分注することが望まれる本発明の別の側面において、吸引コネク
タ１３は、オペレータが本明細書に詳細に説明されている吸引の適用と同等な方法により
所望の空気流をアプリケータ先端１２から、分注するように加圧空気源に連結されてもよ
い。
図３に示されているように、好適変更態様の１つの医療用流体アプリケータ１の内部作動
部は、供給装置部２と、この供給装置部２に離脱可能に係合できるアプリケータ部３との
間で分割される。図３を参照することによって当業者に明らかであるように、アプリケー
タ部３と供給装置部２とが係合されると、流体分注経路５、吸引経路７、およびクリアリ
ング経路８の近位部と遠位部とがそれぞれ結合される。その後、以下に記載の更に詳細な
説明から当業者に明らかになるように、これらの経路によってアプリケータ先端における
流体の分注、吸引適用、クリアリングが可能になる。
本発明の本吸引アセンブリと組合わせられるディスペンサアセンブリの種々の構成要素を
図３～７に概括的に示す。この変更態様において、ディスペンサアセンブリは、全体分注
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経路５と、図４Ａ～Ｃに詳細に示されている近位部と、図５～７に詳細に記載されている
経路を通る分注液の作動アセンブリ１００と、を含んでいる。
図３～４Ｃを通じて種々に記載されている液体分注経路５の構成要素に関して述べると、
図４Ａ～Ｂで、供給装置部内の前述経路の近位部が、２つの供給管路５６，５８にそれぞ
れ連通する２つの容器５２，５４を含んでいるように示されている。供給管路５６，５８
は、そこから遠位方向に延び、それぞれ２つの供給ポート６０，６２で遠位側を終端して
いる。
当業者には、液体分注経路の容器が、所望の流体を収容するように適合され、係合される
作動機構によって加圧されることが可能で、遠位方向に流すための分注管路に結合される
限り、種々の態様をとることが可能であることが更に分かるであろう。複数の図面を通じ
て示されている実施態様では、容器は、摺動可能に係合されたプランジャによって注射器
のように加圧される管状の空洞である。図示されていない別の実施態様において、直接に
圧縮されてもよい可撓性の球また管を代わりに含んでいてもよく、この圧縮はプランジャ
によって与えられてもよい。分注手段に取付けられている容器に対する加圧によって容器
内の流体の供給するのに適した配置構成であれば、どのようなものでも許容される。
アプリケータ部３の内部にある流体分注経路５の遠位部を図４Ｃで陰に示す。図中、分注
管路７０は、分枝部８０と、一部分がアプリケータ先端１０の中にある混合部９０とを有
している。分枝部８０は２つの枝管路８２，８４を含んでおり、枝管路８２，８４は隣接
する分注ポート８６，８８でそれぞれ終端している。この枝管路８２，８４は混合部９２
の近位端部で合流し、混合部はそこから遠位側にアプリケータ先端１０を貫いて延び、先
端の分注孔１４で終端する。
従って、当業者には、図３～４Ｃを参照することにより、供給装置／アプリケータ部の境
界面において供給ポート６０，６２と分注ポート８６，８８を流動可能に結合することに
より、容器５２，５４、供給管路５６，５８、枝管路８２，８４、および混合管路９２を
含む、連係流体分注経路５が形成されることが明らかであろう。
図３には、作動アセンブリ１００も概括的に示されており、その構成部品に対する更に詳
細な記載は図５～７を参照することによって得られる。概略を述べると、作動アセンブリ
１００は、２つの並列プランジャ１４２，１４４に機械的に結合されたトリガ１０５を含
んでおり、この２つの並列プランジャ１４２，１４４は、それぞれ容器５２，５４内の摺
動可能な係合部を介して流体分注経路５に交互に結合される。トリガ１０５を手で押すこ
とにより、プランジャ１４２，１４４は容器５２，５４の内部を前進し、それにより流体
を加圧して、流体をそこから流体分注経路５の他の部分を経て遠位側に分注する。
図５～７に記載の作動アセンブリ１００の詳細を参照すると、トリガ１０５は、レバーア
ーム１１０を介して爪部１２０に結合されている。一端がレバーアーム１１０に係合され
、他端が爪部１２０に係合されたスプリング１１５も図示されている。この配置構成では
、トリガ１０５が第１の静止位置をとり、爪部１２０が後方静止位置をとるようなばね偏
倚力を、トリガ１０５および爪部１２０の両方が有する。また、図５には、爪部１２０が
、平坦な遠位面１２４と丸く曲げられた近位面１２６とを有するフック１２２を含んでい
るように示されている。フック１２２は、ラック１２０とラック１３０とを係合するよう
に機能する。
また、図５～６には、ラック１３０が、複数の歯１３２を有するラック面を含み、この複
数の歯１３２によってラック面に沿って延びる長手方向の溝１３３のそれぞれの側が画成
されているように示されている。これらの歯１３２は、フック１２２を受入れるのに適し
た間隙１３４をあけて長手方向に並んでおり、それぞれの歯は、丸く曲げられた遠位面１
３６と平坦な近位面１３８とを含んでいる。係合アーム１３９は、ラック１３０の近位端
部において、プランジャ１４２，１４４の少なくとも一方と係合するように下向きに延び
る分枝アームとして示されている。
図示および記載の作動アセンブリは、図３記載の分注アセンブリの図に含まれていない、
図５および６に部分的に示されている離脱機構も含んでいる。細い離脱アームが、タブ１
５２の長手方向延長部として図５に示されている。アームは、ラック１３０内に存在し傾
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斜離脱面１３５などの複数の傾斜離脱面と正対係合している状態でラックの底面に接する
複数の傾斜カム面１３１を含んでいる。離脱アームは、傾斜離脱面によってアームが持ち
上がるようにラック内で離脱アームを近位方向に移動することにより、ラックの上面から
長手方向の溝１３３を介して上方向に調節できる。また、離脱アームはラック内で長手方
向に動くだけに限定されているので、アームに係合されたタブを利用してラックを後退さ
せ、装置ハウジングの外側ケーシング内部でプランジャが近位方向にラックと係合するよ
うにしてもよい。
図５の作動アセンブリ１００のプランジャ１４２，１４４のそれぞれは、一例として図７
の近位軸１４６と遠位頭部１４８として示されているような、近位軸と遠位頭部とを含ん
でいる。プランジャ１４２，１４４は、間に係合アーム１３９を受入れて係合するために
間隔をおいて配置されている複数のスプライン１４７を含んでいる。遠位頭部１４８は、
１つの流体容器の内壁と摺動可能に摩擦係合する形状および材料で構成されている。遠位
頭部１４８は、容器内部の流体を加圧するために、プランジャ前進時に対応容器内でその
ように摺動するようになっている。しかも、遠位頭部１４８は、加圧された流体の逆流を
防止するために、容器内径と摩擦係合するようにもなっている。一変更態様において、図
５および図７に示されているＯリングのような弾性部材を含んでもよい。
図３に概括的に示されているように、視覚式体積指示器１５０および可聴式体積指示器２
００は、作動アセンブリ１００の操作部の近傍に組込まれている。
図３および図５にも、視覚式体積指示器１５０が、外側ケーシング２０として示されてい
る装置ハウジングの上に載っているタブ１５２を含んでいるように示されている。タブ１
５２は、外側ケーシング２０の上面にある長手方向の溝２４（図３）を通って下側方向に
延びる下側アーム１５４に結合されており、更にラック１３０に係合される。外側ケーシ
ング２０の上面には、既知の流体投与体積に対するタブ１５２の相対位置に対応する目盛
り１５６が設けられている。
ここで、図３ならび図５と図６を参照することによって可聴式体積指示器２００の機構の
説明も行なう。可聴式体積指示器２００は、飛び飛びの段階的な流体体積の範囲で流体が
累積的に分注されるのに伴って音の高さまたは大きさが変化する可聴音を発するように歯
１３２によって作動されるストライカ２１０を含んでいる。ストライカ２１０は、ラック
１３０の長手方向の動作に対応して固定的に配置されるように外側ケーシング２０の内部
に取付けられており、ラック１３０の面を横切って横方向に間隔をおいて設けられて複数
のストライカアーム２２０を含んでいる。
歯１３２は、ラック１３０の長手方向の軸に沿って図６に示した領域１３７，１３９とい
った種々の領域を含むように示されている。それぞれの領域は、隣接する領域に対しラッ
ク上で固有の横方向位置に有しており、それにより、当業者に明らかであるように、スト
ライカ２１０を超えて遠位方向に該領域が前進されるときに、横方向に間隔配置されてい
るストライカアーム２２０の独自な組合わせにぶつかるようになっている。それぞれの領
域の前縁部間の距離は、一般に、固定的な相対位置決めを利用した、ストライカ２１０に
対するラック１３０の長手方向移動距離の増分に対応している。このラック１３０の移動
距離増分は、所定の作動流体の投与体積増分にも対応している。従って、この配置構成に
より、投与流体のそれぞれの体積増分毎にストライカアーム２２０の独自組合わせから独
自の音が発せられる。そのため、外側ケーシング２０内におけるラック１３０の前進の程
度はストライカアーム２２０の独自組み合わせとぶつかる歯１３２の特定領域と対応して
いるので、発生音の独特な大きさまたは高さによって累積的な投与流体体積が認識される
。
また、当業者には、可聴信号の高さまたは大きさを変更するために開示されている特定の
機構が本発明の範囲の広さを制限するものではないことも分かるであろう。例えば、記載
の実施態様において、ストライカアーム２２０は大きさおよび形状が比較的に均一である
ように示されており、歯１３２の種々の領域はいくつかのストライカアーム２２０と係合
できる共通中央領域を共有していて、単に長さだけが変化しているように示されている。
この配置構成において、それぞれの領域ごとに発せられる音の大きさの変化に対応するの
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は、歯領域に伴って変化する作動ストライカーアーム２２０の本数である。しかしながら
、他の配置構成も適しているかも知れない。図示されていない別の一実施態様において、
ストライカアームの形状および材料をストライカに沿って変更してもよい。その場合、そ
れぞれの独自アームが個性的な高さの音を発することとなる。当業者に明らかであるよう
に、これらを組み合わせて、歯領域は図面に記載されているように共通の打撃部を備えて
もよいし、あるいは、可聴信号を出すために全く独自の歯セットからシフトされてもよい
。
また、図示および記載のラックの歯以外の他の機構も、流体投与の進行に伴って可聴信号
の音または高さを変更するのに適しているかも知れない。例えば、歯を装置のケーシング
の内部に固定して、アクチュエータが流体を投与するのに伴ってストライカがこれらの歯
を横切って移動するようにしてもよい。あるいは、歯をネジの螺旋状の径路に沿って配置
し、ストライカが径路と係合し、それによって、そこにある歯により音の発生が行われる
ようにしてもよい。
更にまた、当業者に明らかであるように、作動流体の投与の示標の変化を観察し、それに
よって電子的または電子光学的に作動される可聴信号発生手段に結合される光学または電
子リーダといった図示の歯／ストライカ機構以外の他の機構も受入れられるであろう。い
ずれにせよ、投与流体の累積体積の示標としての信号を聞こえるように発する任意の変更
態様は、本発明の一部と見なされるべきである。
図５には、本発明と組合わせて利用されるディスペンサアセンブリも２種類の操作モード
で示されており、図中、操作用トリガ１０５の１回の全域動作すなわち「ストローク」で
作動される作動アセンブリ１００が記載されている。図５を参照することによって当業者
に明白であるように、１ストロークでトリガ１０５を押圧することにより、爪部１２０が
、後方静止位置から点線で示されている前方作動位置に前進移動される。この動作は、爪
部１２０の前進移動でラック１３０を前方に引っ張るように歯１３２の近位平坦面１３８
と正対するフック１２２の遠位平坦面１２４によって行われる。ラック１３０を前方に引
くと、ラック１３０に係合されているプランジャ１４２，１４４も、流体容器５２に示さ
れているような流体容器の内径に向かって前進するように作動される。プランジャ１４２
，１４４の前進動作によって容器内の流体が加圧されると、該流体は流体分注径路を経て
遠位側に分注され、容器を出て、供給装置から供給ポートを経てアプリケータ部に流れる
。
本発明の図示および記載のディスペンサアセンブリは、流体の分注完了後に、次のように
充填または再充填される。充填は、ラックとプランジャが前方いっぱいの作動位置にある
状態で開始される。ラックと幅の狭い離脱アームとに係合されるタブも前方位置をとって
いる。装置は、図１５～１７Ｅを参照して図示および記載された新奇な充填用ディスペン
サなどの充填用ディスペンサに結合される。次に、タブが供給装置の外側ケーシング内の
長手方向の溝を通って手で後退される。そのようにすることにより、分離アームの下面に
接するカム表面が、ラック下面に接する離脱カム面を横切ってラック内の停止部に達する
まで摺動し、それにより、爪部のフックを持ち上げるようにラックの上面内の長手方向の
溝を通って分離アームを上昇させ、そこからラックの歯を脱離させる。タブを装置の外側
ケーシングに対して近位方向に連続移動することによりプランジャとラックを後退方向に
引いて真空圧を生じさせて容器の充填を行ない、爪部のフックがラック前部に戻るように
ラックを近位側に再配置する。
トリガ１０５のばね偏倚力下の静止位置は、外側ケーシング２０の長手方向の軸に対する
爪部１２０の後方向すなわち近位方向の位置にも対応している。トリガ１０５を放すとス
プリング１１５によってトリガと爪部がそれぞれの元の位置に戻るが、ストライカは前進
作動ラック上の歯領域に沿った前進位置のままである。また、外側ケーシング２０内のレ
バーアーム１１０と爪部１２０の動作に対するばね偏倚力および機構上の制約により、ば
ね偏倚下の静止位置から最大作動位置までのトリガ１０５の有効動作範囲も限定され、そ
れによって最大「ストローク」範囲が画定される。作動アセンブリ全体の組合わせ形状は
、実行される動作の有効「ストローク」範囲と、流体容器から動かされる投与流体の所定
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の増分体積とが対応しているように適合される。
ここで本発明の吸引アセンブリに話題を進める。図３に吸引アセンブリ全体の概要を示し
、図５および図８～１２Ｃに構成要素とその動作の機構を更に詳細に示す。
供給装置部２の中にある吸引アセンブリの近位部は、真空マニホールド３００によって真
空導圧管２５６，２５７に選択的に結合される真空管路２５０を含むように図５に示され
ている。アプリケータ部の中にある吸引アセンブリの遠位部が図８に示されており、この
遠位部は吸引管路２６０とクリアリング管路２７０とを含んでいる。図８記載の全体装置
アセンブリと、供給装置部２とアプリケータ部３とを取外した状態の図３の図とを比較す
ると、当業者には、供給装置の吸引管２５６とアプリケータの吸引ポート２５８とを連結
および整列し、同様に、供給装置のクリアリング管２５７とアプリケータの吸引ポート２
５９（図３）とを同様に連結および整列して、バルブハウジングと分注管路の混合部との
間に１つ隣接チャネルを形成することによってクリアリング管路２７０が形成されること
ことが分かるはずである。
更に図１１Ａ～Ｄおよび１４Ａ～Ｂに、吸引管路２６０とクリアリング管路２７０との間
に掛けられる真空を調節するために、やはり吸引アセンブリの遠位部に含まれているシャ
トルバルブ３５０を示す。以下に更に詳しく開示されているように、バルブマニホールド
３００は、真空管路２５０から、分注前の組織準備のための吸引の場合は吸引管路２６０
、または、分注管路７０の混合部９０から凝固用組織接着剤を近位方向に除去するために
吸引を望ましく利用する場合はクリアリング管路２７０に対して適用される真空の比率を
調節するように作用する。
バルブマニホールド３００の実施可能な特徴が図８に示されており、このバルブマニホー
ルド３００はバルブステム３１０を可動係合状態で収容するバルブハウジング３０１を含
んでいる。図８では、バルブハウジング３０１は、大気圧と連通して通気ポート３０２と
して機能する開口が上に開いている細長い孔を形成するように示されている。また、バル
ブハウジング３０１の内径を形成する壁は、バルブハウジング３０１の遠位側に吸引ポー
ト３０４とクリアリングポート３０５も含んでいる。真空ポート３０３は真空管路２５０
と連通し、また、吸引ポート３０４とクリアリングポート３０５は真空導圧管２５６，２
５７にそれぞれ連通している。
バルブステム３１０は、図３，５，および８にさまざまに示され、図９Ａ～Ｄにより詳細
に示され、バルブチャンバ３１１、真空孔３１２、吸引孔３１４、クリアリング孔３１６
、および通気孔３１８を含んでおり、これらの孔は図９Ａ～Ｄに詳細に示されている。バ
ルブステム３１０は、一般に、バルブハウジング３０１（図８）の内径と摩擦係合するよ
うにした外径を有している細長い管状の部材である。バルブステム３１０は、バルブハウ
ジング３０１の内部で摺動可能でもあり、それによって所定の動作範囲に沿った種々の位
置の間で調節が可能である。これらの図に示されている実施態様によれば、図１２Ａ～１
４Ｂを参照して以下でもう一度明らかになるように、バルブステム３１０は、種々のバル
ブ孔の位置を調節してバルブハウジングの種々のポートに選択的に位置合わせするために
、バルブハウジング３０１内に垂直動作範囲を備える。この動作範囲は、一部はスプリン
グによって限定される。このスプリングは、吸引が行なわれない上方向静止位置でバルブ
ステムにばね偏倚力をかける。
図８および９Ａ～Ｅに記載の各種バルブ孔および部品の更に詳細に説明は以下の通りであ
る。真空孔３１２は、バルブステム３１０の開放底部と、バルブステム３１０の近位側の
細長い開放スロットも含んでいる。バルブステム３１０の垂直面に沿った特定の対応位置
に吸引ポート３１４とクリアリングポート３１６が配置されている。また、バルブステム
３１０は、開口を手で覆ったり露出させたりすることによって、バルブチャンバの外部と
選択的に連通させる開放通気孔３１８も含んでいる。
図９Ａ～Ｅに記載のバルブステム３１０およびその孔のデザインにおいて、吸引孔３１４
とクリアリング孔３１６とは、バルブステム３１０の移動方向沿いに逆向き配置した同様
形状を有している。図９Ｅで分かるように、孔３１４および３１６のそれぞれは、バルブ
ステム３１０の長手軸に位置合わせされた互いに対称な軸“Ｌ”と、広い横寸法“Ｗ”と
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、狭い横寸法“Ｓ”とを有する湾曲した円形でない細長い開口を含んでおり、これらはい
ずれもクリアリング孔３１６について図９Ｅに点線で示されている。孔３１４と３１６の
形状は「涙の滴」形または「次第に狭くなる楕円」形と呼ぶこともできる。孔３１４と３
１６が相対的に逆向き配置されているということは、バルブステム３１０の下向き垂直動
作中、吸引孔３１４では、吸引孔３１４が吸引ポート３０４に整合するように移動すると
短寸法“Ｓ”が広寸法“Ｗ”に先行し、クリアリング孔３１６では、孔３１６がバルブス
テム３１０で下向きに移動すると（図３１Ａ～１３Ｂ参照）、広寸法“Ｗ”が短寸法“Ｓ
”に先行することを意味する。通気ポート３０２および吸引ポート３０４に対する孔３１
４および３１６の前述の構造および配置は、図１３Ａ～Ｂを参照しながら以下に詳述され
るように、吸引管路２７０に適用される吸引のレベルを制御するベンチュリのような役割
の通気口としてクリアリング孔３１６が機能する場合に特に好都合である。
バルブアクチュエータ３４５を図３，５，８に詳しく示し、図１０Ａ～Ｄに更に詳しく示
す。バルブアクチュエータ３４５は、バルブマニホールド３００の全体アセンブリならび
に以下に展開される本発明の他の変更態様で使用されるシャトルバルブ用の全体アセンブ
リの一部であると考えられる。バルブアクチュエータ３４５は、一般に、バルブステム３
１０を外嵌するように適合されたボタン内腔３４６を有するボタンであり、バルブアクチ
ュエータ３４５の上面に設けられているアクチュエータ通気孔３４７がバルブステムの上
部に係合されるときにバルブステム３１０の通気孔３１８に整列されるようになっている
。バルブアクチュエータ３４５の底部領域付近には、停止部３４９で示されるような少な
くとも１つの停止部を含むカムアクチュエータ表面３４８がある。カムアクチュエータ表
面は、図１４Ａ～Ｂを参照して以下に展開されるように、シャトルバルブの動作を始動し
て吸引クリアリング操作を開始するためにバルブマニホールド３００をバルブハウジング
３０１内の下方位置方向に調節するときにシャトルバルブのカム表面と係合するように適
合されている。
図１１Ａ～Ｄに、好適な医療用流体アプリケータ考案品において本発明の吸引アセンブリ
を動作させるクリアリングモードで使用するバルブアクチュエータ３４５（図１０Ａ～Ｄ
）で作動させるようにしたシャトルバルブ３５０を示す。シャトルバルブ３５０は、分注
管路の混合管路部を、液体を分注する場合には分枝部に、または、混合管路から詰まった
接着剤を逆行させて一掃する場合にはクリアリング管路に、選択的に連結するように機能
する。
シャトルバルブ３５０は、分注バルブ部３６０と、クリアリングバルブ部３７０と、カム
表面３８０を有する近位部を含む本体３５２を含むように図１１Ａ－Ｄに示されている。
分注バルブ部３６０は、シャトルバルブ３５０の長手軸の点線と平行な２つの垂直スプラ
イン３６２，３６３を含んでいる。垂直スプライン３６２，３６３は、長手軸に対する横
水平面において垂直スプライン３６２，３６３を貫通する分注管路孔３６４，３６５をそ
れぞれ有している。垂直スプライン３６２，３６３は、図１１Ｂで垂直スプライン３６２
の閉領域３６６で示され、図１１Ｃで垂直スプライン３６３の閉領域３６７で示されるよ
うな、対応分注管路に隣接する閉領域も有する。クリアリングバルブ部３７０は、垂直ス
プライン３６２，３６３間に延び、長手軸に対する角度垂直面においてクリアリングバル
ブ部３７０を貫ぬくクリアリング管路３７４を更に含む水平面を備えている。また、それ
ぞれのバルブ部の外面には、少なくとも１つのシール部材３９０が配設されているように
示されており、該シール部材は、エラストマーポリマまたはゴムなどの弾性すなわち圧縮
可能材料であることが好ましい。
本発明のクリアリング選択時に吸引往復を行なわせるためにシャトルバルブ３５０を作動
する手段を図１１Ｂ～Ｃに詳しく示す。シャトルバルブ３５０の縦軸に対する角度垂直面
にカム表面３８０が配置されている。図１１Ｃに詳しく示されているように、カム表面３
８０は、この向きでカムアクチュエータ表面３４８と摺動可能に係合するようになってい
る。バルブアクチュエータ３４５が下向き動作で押圧されると、アクチュエータ表面３４
８がカム表面３８０と接触する。バルブアクチュエータ３４５を更に下方向に動かすこと
により、シャトルバルブ３５０は、シャトルバルブ３４５の垂直面において、バルブアク
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チュエータ３４５の動きに対して横方向に進められる。これは、シャトルバルブ３４５が
、アプリケータ先端内において縦方向以外の方向に動かないように制限されているからで
ある。カムアクチュエータ表面３４８とカム表面３８０との間の角度相互作用により、そ
の間の法線力である縦方向成分によって縦方向の往復運動が行われる。
本発明のシャトルバルブ機構に更に含まれているものは、シャトルバルブおよび不図示の
装置ハウジングのアプリケータ部の内部にも係合されるスプリングを使用することなどに
よって、後方静止位置にあるシャトルバルブに加わるばね偏倚力である。アクチュエータ
の作動によって行われるシャトルバルブの前方移動は、アクチュエータが解除されると同
時にシャトルバルブが後方位置に戻るようにばね偏倚力に逆らって働く。
クリアリング選択時のバルブマニホールドとシャトルバルブとを含む本願の吸引発明品の
バルブ動作構成要素の動作を、図１２Ａ～１４Ｂにおいて種々の動作モードで示す。図１
２Ａ～１２Ｃに、種々の利用可能管路を経由する種々の吸引用経路を形成する場合のバル
ブマニホールド３００の種々の配置関係を示す。図１３Ａ～Ｂに、アプリケータ先端にお
ける種々の通気および吸引操作モードのときのバルブマニホールド３００およびシャトル
バルブ３５０の配置状態を概略的に示す。また、図１４Ａ～Ｂに、分注管路の混合位置を
一掃するようにクリアリング管路に適用される吸引用の代替クリアリング経路を形成する
場合のバルブマニホールド３００およびシャトルバルブ３５０のの種々の位置を示す。
図１２Ａに、太い矢印で示された通気経路４が形成され、吸引管路２６０またはクリアリ
ング管路２７０に吸引が適用されないような通気位置にあるバルブマニホールド３００を
示す。この位置のとき、真空管路２５０は、通気孔３１８を介してのみ大気に曝されてい
るバルブチャンバ３１１と連通し、また、バルブハウジング３０１の上方のクリアリング
孔３１６と通気ポート３０２との間の連結部と連通している。この場合、クリアリング孔
３１６は、もう１つの通気孔として機能する。図１２Ａから明らかであるように、この通
気位置は、外側ケーシング２０の内面部分に停止部３４９が係合するときにスプリング３
３０によって生成される、当該位置へのばね偏倚力によるバルブマニホールドの静止位置
である。
図１２Ｂに、吸引孔３１４と吸引ポート３０４とを整合することによって吸引経路６が形
成される第１の吸引位置にあるバルブマニホールドを示す。この配置では、真空管路２５
０が吸引管路２６０と連通し、吸引経路６の該吸引管路に真空圧が加えられる。また、ク
リアリング孔３１６はバルブハウジング３０１内で閉鎖されており、ユーザの親指はバル
ブマニホールド３００の下方作動のときに通気孔３１８を閉鎖するように機能する。これ
らの孔を閉鎖状態に保つことにより、吸引経路６が隔離されてアプリケータ先端において
最高真空圧が実現される。
図１２Ｃに、クリアリング孔３１６とクリアリングポート３０５を制御することによって
クリアリング経路７が形成される第２のクリアリング位置にあるバルブマニホールド３０
０を示す。この位置では、真空管路２５０がクリアリング管路２７０と連通し、クリアリ
ング経路７を介してクリアリング管路に真空圧が加えられる。しかしながら、クリアリン
グ経路７の完成物は、管路から閉塞障害物を一掃するという所期の動作を達成するために
、混合管路９２を含むようになっている。図１４Ａ～Ｂを参照して更に詳細に説明される
ように、シャトルバルブを作動させることにより、分注管路の連結が行われる。
図１２Ｃに示されるように、クリアリング管路２７０が混合管路９２の近位端部に連結さ
れ、そのため、これら管路間の内径が遠位に行くにつれて次第に小さくなるように連続す
る傾斜が形成される。特に混合管路９２内の内容物が凝固または硬化した組織接着剤また
は密封材である場合に、この傾斜形状によって適用吸引による混合管路９２の内容物の逆
方向通過が強化されると考えられる。また、そのような傾斜は、好ましくは穏やかなもの
であるべきと考えられる。クリアリング経路に極端な傾斜を与えると、目標凝固物の初期
の近位移動によって凝固物のまわりに分流経路が形成されることが観察された。この分流
経路は、凝固物を後退させるために該分流経路に加えられる真空圧比率を著しく低下する
場合がある。しかしながら、経路から凝固物を引き出す際の摩擦力学により、特定の流体
マトリックスには多少の傾斜が必要である。従って、多くの流体投与用途では図示のよう
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な穏やかな傾斜で十分であるが、当業者に明らかであるように、特定の流体用途には別の
傾斜形状の方が好ましい場合がある。
図１３Ａ～Ｂに、吸引管路２６０に対して選択可変レベルの吸引を適用するように本吸引
発明を作用させるときのバルブマニホールド３００の動作を概略的に示す。更に詳しく言
うと、吸引管路２６０において種々の選択レベルの適用吸引を実現するときの通気用のク
リアリング孔と吸引孔の間の関係が示されている。図１３Ａに、バルブステム３１０が図
１２Ａに示したものと同様な静止すなわち通気位置にあるバルブマニホールドを示す。吸
引孔３１４もクリアリング孔３１６もそれと位置合わせされないので、吸引ポート３０４
にもクリアリングポート３０５にも吸引が無く、その代わり、バルブステム３１０の壁に
よってそれらポートとの連通が阻止されている。この位置では、通気は、通気孔３１８を
介して、または通気ポート３０２すなわち両方の太矢印を通ってバルブハウジング３０１
の上方で大気圧と連通しているクリアリング孔３１６を介して達成される。種々の作動位
置に対するバルブマニホールド３００の初期作動時の一様式において、通気孔３１８は手
で塞がれて、クリアリング孔３１６に最大通気が達成される。
図１３Ｂに、図１３Ａに記載されている位置の実質的に下側であるが、まだバルブステム
３１０の移動距離限界に至る前のバルブハウジング内の吸引位置に移動するようにバルブ
ステム３１０を作動した後のバルブマニホールドを示す。当業者には、これら２つの位置
の間でバルブステム３１０が移動すると、吸引孔３１４とクリアリング孔３１６とが吸引
ポート３０４および通気ポート３０２の少なくとも一方と交差して整合し、可変吸引スロ
ートと可変通気スロートとをそれぞれ提供することが理解されるであろう。また、このバ
ルブステム３１０の下向き動作のときに、吸引孔３１４の狭軸から広軸に至るときに吸引
孔３１４が吸引ポート３０５と整合する断面積が大きくなることが更に理解されるであろ
う。
同時に、クリアリング孔３１６は、その代わりに、この広軸が狭軸に先行してバルブハウ
ジング３０１に下向きに入るので、大気通気用の貫通通気ポート３０２と連通するクリア
リング孔の断面積は次第に小さくなる。このように、吸引スロートは拡大していくが、通
気スロートは縮小していく。
この実施態様では、吸引ポート３０４と３０５は、基本的に、吸引管２５６およびクリア
リング管２５７の内部断面、従って吸引管路２６０および２７０と、形状および大きさが
一致している円形開口であると考えられる。しかしながら、所望であるならば、吸引制御
等の目的のために、ポート３０４および３０５は、吸引およびクリアリング管２５６およ
び２５７を備えた吸引管路２６０および２７０の内部断面から別の形状、例えば矩形、（
または寸法）を有することができる。そのような矩形または他の形状は、当業者に明らか
であるように、または、過度な実験を行なわなくても判断されるように、ポート３１４と
３１７の涙の滴状または他の形状と協働して、（ポート３０４と３１４によって画定され
る）可変吸引スロートおよび（ポート３０５と３１６によって画定される）可変クリアリ
ングスロートの構成と領域とを決定する。ほとんどの場合、オペレータはクリアリング時
にできるだけ速やかに最大吸引力をかけることを希望する。しかしながら、クリアリング
吸引強度の種々の調節度範囲の広さは、ポート３１６の構成がアプリケータの通気特性の
影響を及ぼす範囲にまで然るべき注意を払うことを前提として、ポート３０５と３１６の
構成を適切に選択することによって与えられるものである。
図１３Ａ～Ｂの操作に示される吸引バルブ動作機構に加え、吸引管路２６０において被制
御吸引を実現するために「ベンチュリ」タイプバルブと「トランペット」タイプバルブの
機構を組合わせたものが使用されている。「ベンチュリ」タイプバルブという用語は、本
明細書では、少なくとも１つの通気経路を介して並行な通気の程度を調節することによっ
て吸引対象の使用経路の適用吸引を調節するバルブ機構を意味する。「トランペット」タ
イプバルブという用語は、本明細書では、使用経路において管路の断面を直接、選択的に
開閉することによって使用経路の適用吸引を調節するバルブ機構を意味するものである。
クリアリング孔３１６は、開放通気ポート３０２を横切ってバルブハウジング３０１に下
向きに移動されるときに調整可能なベンチュリタイプバルブとして機能し、適用吸引を選
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択方法によって吸引管路２６０を介して別の開放吸引経路から分流する。吸引孔３１４は
、吸引ポート３０４を横切って移動されるときにトランペットタイプバルブとして機能し
て、吸引管路２６０への適用吸引に対する抵抗を直接に調節する。
本発明のこの組合わせ吸引バルブ動作機構では、吸引管路２６０において制御可能範囲の
真空圧が実現できるとともに、当該管路において無真空状態に実現可能であることが観察
された。クリアリング孔３１６が通気孔として操作することによりベンチュリバルブ機構
が生じ、吸引孔の操作を通じてトランペットバルブ構成要素を調節するのと同時にベンチ
ュリバルブを調節することにより、制御可能範囲の適用圧力が与えられると考えられる。
また、ベンチュリクリアリング孔とトランペット吸引孔バルブ動作孔との断面の狭い部分
と広い部分とを、組合わせバルブ動作機能時の移動方向について逆向きに配置してあるこ
とにより、選択レベルに対する適用吸引制御能力が更に増大するとも考えられる。また、
吸引孔３１４の操作によって生じるトランペットバルブ構成要素により、完全に閉鎖した
無真空状態が可能となる。
吸引孔およびクリアリング孔の「涙の滴」形または「次第に狭くなる楕円」形とを逆向き
に配置したことは、使用吸引管路への選択レベルの適用吸引を制御するのに特に有用であ
ると考えられるが、本発明は特定配置構成の孔形状に限定されるものではないと考察され
る。アセンブリの種々の操作モードにおいて、吸引およびクリアリング孔３１４，３１６
について記述および図示した「涙の滴」形以外の種々の形状が許容される。例えば、円形
の孔を使用してもよいし、吸引孔またはクリアリング孔の一方が円形で他方が涙滴形また
は次第に狭くなる楕円などの別の形状であってもよい。
この特定実施態様の次第に狭くなる楕円形状について更に具体的に説明すると、伸長軸に
沿った狭軸と広軸の間の断面積の変化に対する伸長軸の比率は特定の所期用途に適合でき
る。例えば、当該形状の狭軸から広軸に向かって断面積がより穏やかに変化する、より長
い伸長軸は、選択吸引レベル間の動作距離がよく長くなり、従って吸引レベルの瞬間変更
をより感度良く制御できると考えられる。性質的なことを述べると、吸引孔３１４が吸引
ポート３０４と整合し始めると、低レベルの吸引が吸引管路２６０に適用され、そして吸
引ポート３０４と吸引孔３１４との間に画定された吸引スロートが次第に拡大していく。
バルブマニホールド３００が最大通気状態にあると管路２６０への吸引適用は最小限にな
る。従って、クリアリング孔３１６の形状は、バルブマニホールド３００が下に移動する
ときに、クリアリング孔３１６とバルブハウジング３０１とによって画定される通気スロ
ートをこの箇所において速やかに縮小させ速やかに通気度を減少させるように選択される
。
バルブステム１３０が下方に移動すると、この箇所で通気度が急激に低下するが、実質的
な通気は、例えばデリケートな組織表面から流体や異物を除去するために穏やかな吸引モ
ードを提供するか、または、デリケートな組織を注意深く扱うことを可能にし、そして依
然として組織をつかみ取ることが無いことが好ましい。孔３１４とポート３０４によって
画定される吸引調整スロートはかなり小さくしてもよいが、例えば組織弁によって吸引管
路２６０が塞がって通気が無くなった場合には、吸引源の最大（負）圧力がこの詰まって
いる組織弁にかかり、吸引管路２６０の口にこれをしっかりと保持し、場合によっては外
科医などのユーザにとって問題となることが分かるであろう。そのような問題は、本明細
書に記載されているように、バルブポートの特性を適切に選択することによって適切な通
気レベルの適用吸引を自動的に均衡化させることができる本発明によって大幅に緩和され
る。それにも関わらず組織保持の問題が依然として生じた場合には、通気孔３１８の閉塞
物を手で取り除くことによって簡単に解決される。
一定圧の真空源の場合、効果的に吸引を管理するためには、通気スロートに対する吸引ス
ロートの相対比率によって決定される適用負圧のことだけでなく、吸引スロートの大きさ
によって決定される実質的な流量のことを考えることが重要である。また、通気スロート
の大きさによって大きく決定される望ましくない組織保持の可能性や強度を考えることも
重要である。
これらの考察を念頭におけば、所望の組合わせの操作特性を提供するようにポート３１４
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および３１６の形状を変更できることが理解されるであろう。本発明は、複数の個別バル
ブを採用することもできるが、複合バルブを採用することによって、通気バルブと吸引制
御バルブとの両方を１度のアクションで有利に作動させることができることも理解される
であろう。そのような個別の通気バルブと吸引制御バルブとは、適切な連結機構によって
、または、同時動作するように２つの制御装置を人間工学的に適切に配置することによっ
て、連結させることができる。そのように分離させた構成の場合、バルブ部材とバルブハ
ウジングポートとの種々の組み合わせが可能になる。しかしながら、複合バルブを採用し
ている本発明の特に有利な図示の実施態様では、可動バルブシステム３１０側に複雑な形
状の開口を置き、バルブハウジング３９１の整合用開口に単純な円形や矩形の形状を採用
することが望ましい。
図１３Ａ及び図１３Ｂに記載の位置の間を移動するときに、バルブステム３１０は、ポー
ト３０４と３１４とが実質的に重なり合っているので吸引スロートが実質的に開放状態で
あるとともに、ポート３１６はまだバルブハウジング３０１から実質的に接触していない
ので実質的な通気も利用可能である、有用な中間位置を通過する。この位置は、材料除去
に適した流量を備えるとともに組織保持を制御する有効通気を備える適度なレベルの吸引
を与えるものである。最大通気と最大吸引の間の全位置において、本発明の図示の吸引制
御実施態様は、バルブステム３１０の小さな動きによって適用吸引が検出可能な変化を生
じるように、優れた応答特性と優れた感触とを与えるものである。前述の中間位置のとき
に、最大吸引またはソフト吸引に迅速かつ容易にアプリケータを調節できる。
所望であるならば、図示されていないが、オペレータがその親指など指をバルブマニホー
ルド３００および操作トリガ１００から離して接着剤を適用したり何か別の仕事を行なう
ことができるように、例えば、ソフト吸引、中間吸引、最大吸収といった、１つまたは別
の所望操作位置に押し込まれたバルブステム３１０を一般的にその位置に置くために、例
えば、戻り止め手段や摩擦手段を設けることができる。このような戻り止め手段は、例え
ば僅かな追加圧力によって、すぐに解除可能であるべきである。選択通気孔３１８と前述
の戻り止めと一緒に利用しないことが好ましいが、必要があれば、通気孔３１８を塞ぐ手
段を設けることができる。バルブステム３１０をそのストロークに沿った選択位置に置く
ために摩擦手段を採用する場合、バルブステム３１０をその静止位置に戻すために、バイ
アススプリング３３０の代わりに、例えば手動操作レバーまたはプッシュロッドといった
別の戻し手段を利用することが好ましい。
下の表１に、バルブステム３１０の押下で生じる複数のポートと孔との種々の並置状態を
まとめる。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
選択管路からの適用吸引を調節する往復動作について詳しく述べると、図１３Ａ～Ｂは、
シャトルバルブ３５０の遠位部が分注アセンブリおよび吸引アセンブリと相互作用し連結
するように示している。枝管路８２，８４とクリアリング管路２７０とそれぞれは、枝管
路８２のスロット領域８３やクリアリング管路２７０のスロット領域２７１のようなスロ
ット領域を含んでおり、このスロット領域を介して、それぞれ係合されるバルブ部が摺動
可能に受入れられる。分注バルブ部３６０とクリアリングバルブ部３７０とは、それぞれ
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分注管路７０とクリアリング管路２７０のスロット領域内で係合される。クリアリング機
能で使用可能流体経路を選択することを目的とするこれらスロット領域を介したシャトル
バルブ構成要素の作動を図１４Ａ～Ｂを参照しながら以下に詳しく論じる。
通気位置から第１位の吸引位置または図１３Ａ～Ｂに記載のその間のどこかの場所にバル
ブマニホールド３００を動かすときに、シャトルバルブ３５０はアプリケータ部の内部の
静止後方位置のままである。これは、２つの別個のバルブマニホールド位置間の移動範囲
において、バルブアクチュエータのカム作動面が、そこへの図示されていない動作を行な
うべくシャトルバルブ３５０のカム表面にまだ接触していないからである。シャトルバル
ブ３５０について図示されているこの後方静止位置について更に詳しく述べると、垂直ス
プライン３６２の作動用分注孔３６４のようなアクチュエータ分注孔は、対応するスロッ
ト領域のそれぞれの枝管路の内側の内孔に対して整列および整合され、この整列によって
流体の分注が可能となる。しかしながら、クリアリングバルブ部３７０のアクチュエータ
クリアリング孔３７４は、そのスロット領域においてクリアリング管路２７０の内側内孔
と整列状態に無く、その代わりに、バルブクリアリング部３７０の閉鎖部３７６が当該ス
ロット領域と整列され、クリアリング管路２７０への流れを阻止している。シャトルバル
ブ３５０のバルブ動作機構を作動する機構に関する更なる詳細を、図１４Ａ～Ｂを参照し
ながら引き続いて展開する。
図１４Ａ～Ｂに、本発明の吸引アセンブリのクリアリング機能におけるバルブマニホール
ド３００とシャトルバルブ３５０の役割の概略図を示す。図１４Ａに、混合流体分注操作
のときのバルブマニホールドの配置とアプリケータ部とを示し、図１４Ｂに、閉塞を防ぐ
ためにアプリケータ先端領域から混合流体および付着固体を一掃する後続操作を示す。
図１の斜視図に示されるように分注前の組織の準備に装置を利用するときの装置のバルブ
動作の概略図を図１４Ａに示す。２種類の流体のそれぞれが枝流路８２または枝流路８４
のいずれかを介して分注されるように示されている。シャトルバルブ３５０は、流体を分
注バルブ部に流して混合管路９２で混合させる後方静止位置にある。また、混合物は先端
の分注孔１４から分注されるように図示されている。バルブマニホールド３００は、直前
に述べた流体投与と同時に、吸引経路６によって先端の吸引孔１２に真空圧を通じさせる
ために第１の吸引位置（またはちそれに近い何か）に調節されているように図示されてい
る。
図１４Ｂに、流体分注後のクリアリング操作時の図１４Ａと同じ概略図を示す。シャトル
バルブ３５０は、前方作動位置に移動されている。この位置では、分注バルブ部３６０の
閉鎖部３６６によって、真空管路２５０と枝管路８２，８４との間の流体連通が阻止され
ている。この位置では、クリアリングバルブ孔３７４を介してクリアリング管路２７０を
通る真空管路２５０と混合管路９２との間の連通は開いている。分注バルブ部３６０およ
びクリアリングバルブ部３７０のシール部材、図１１Ａ～Ｄ、により、係合管路内孔のそ
れぞれのスロット部内において摺動可能な係合が与えられるとともに、これらのスロット
部および係合バルブ部の周囲における流体の完全性が実質的に維持される。
このように、前述の往復操作でクリアリング経路７が形成され、また、混合管路９２の混
合流体は、クリアリング経路２７０の吸引によって引き出されるものとして図１４Ｂに示
されている。また、分注管路７０の分枝部８０と分注管路の混合管路９２との間の連通を
阻止することにより、不図示の供給容器内の内容物を含む流体分注経路内のシャトルバル
ブに近位の内容物は、真空圧からも、組織接着剤適用時に混合管路９２から引き出される
汚染凝固物からも隔離される。
また、本発明のシャトルバルブは、図１１Ａ～Ｄおよび１３Ａ～１４Ｂを参照しながら具
体的に説明されるもの以外の別の形態を本発明の範囲から逸脱せずに取ることができると
考えられる。例えば、図示および記載のシャトルバルブ以外に、係合管路内孔のスロット
を通る分注バルブ部３６０およびクリアリングバルブ部３７０の摺動可能な往復機構を、
独立または連係して作動する他タイプの個別バルブ機構と交換してもよい。適切な代替物
の一例は、それぞれの対応管路内孔と係合されてそこを通る流れを選択的に制限するトラ
ンペットバルブタイプの各機構であってもよい。この開示内容から当業者に明らかである
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任意の適切機構および前述の分注およびクリアリング操作時に分注管路およびクリアリン
グ管路の内孔の開閉を所望通りに選択できる任意の適切機構も本発明の範囲内にあると考
えられる。従って、開示中に「シャトルバルブ」が使用される場合、前述の他の適切なバ
ルブ動作代替物も考えられることは明らかである。
図１２Ａ～１４Ｂを参照することにより、通気孔３１８を押さえているユーザの指をそこ
から取り除くことによって通気孔３１８をいつでも大気圧に開放できる機能により、全体
設計に安全性をもたらされることが更に理解される。使用中に、装置先端の吸引が、当該
先端に隣接する組織に積極的に係合してこれを保持することもあると考えられる。装置に
設けられているバルブ動作機構が作動位置で動けなくなったり、極めて高速な吸引解除が
所望される場合、開放通気孔３１８は、適用吸引のほとんど全部を当該ポートから速やか
に分流させ、それによりアプリケータ先端に係合された組織を速やかに解放する。
本吸引装置発明の別の変更態様において、有利なデザインの充填用ディスペンサを利用し
て充填を行なっている最中の全体組合わせ医療用流体アプリケータアセンブリの供給装置
部２を図１５と１６に示す。また、この有利な充填用ディスペンサの更なる詳細を充填用
ディスペンサ４００について図１７Ａ～Ｅに示す。図１５および図１６に概括的に示され
ているように、充填用ディスペンサ４００は、ディバイダ４０１によって分離および隔離
されている第１および第２の充填用容器４１０，４２０を含んでいる。充填用容器４１０
，４２０は、医療用流体アプリケータの供給装置部の輸送される投与用の所望流体を充填
用容器に充填するために使用されるようになっているディスペンサ充填ポート４１４，４
２４をそれぞれ含んでいる。一変更態様において、充填用容器は流体の含有成分、場合に
よっては乾燥した含有成分が「事前充填」されていてもよく、その場合、ディスペンサ充
填ポート４１２，４２２は、触媒、緩衝剤、または作用剤などの添加剤用に利用できる。
また、充填用容器４１０，４２０は、キードカップリング（ｋｅｙｅｄ　ｃｏｕｐｌｉｎ
ｇ）４３０により供給装置の供給ポートにそれぞれ連結されるようになっているアプリケ
ータ供給ポート４１４，４２４も含んでいる。
図１６の概観図に示されているように、キードカップリング４３０は、供給装置部の流体
容器が所定の向きでアプリケータ充填ポートと連結され、従って充填用容器と連結される
ように、供給装置部２に係合されるようになっている。すなわち、供給装置部のただ１つ
の所定の流体容器が充填用ディスペンサのそれぞれの充填リザーバに連結されてもよい。
図１６に記載の実施態様において、流体容器を充填する場合に作動アセンブリを逆モード
で作動させてもよい。視覚式指示器のタブ１５２は、装置の流体容器を吸引に与えて、連
結された充填用容器から該流体容器に流体が充填されるように、近位方向に手で引ける充
填用アクチュエータとしても適合されている。
図１７Ｂに、少なくとも部分的に流体１７が充填されている充填容器４２０の１つを示す
。この流体は、図１の医療用流体アプリケータ１から分注される図示の流体１６を構成す
るために混合される２液のうちの一方など、例えば２液性の液体の一方であってもよい。
図３記載の流体容器のそれぞれ連結される供給ポートであってもよいアプリケータ充填ポ
ートと連結される部分の供給装置を図１７Ｂに付陰図で示す。ここでは、アプリケータ充
填ポート４２４に連結され、それぞれの充填用容器４２０の底部のウェル４２５内に配置
されている医療用流体アプリケータの供給ポートの１つが示されている。このデザインで
は、充填用容器内の流体の実質的一部を回収する回収効率が向上する。図１７Ｃ～Ｅに、
直前に述べた充填用ディスペンサ４００の種々の特徴の理解を高める種々の図を示す。図
示および記載のキードカップリングにおいて、各流体容器の分注特性は、連結する所定の
充填用容器に入れる特定の液体タイプに合わせて特別に適合されてもよい。例えば、２液
性の液体の一方ずつを、それぞれの充填用容器に入れてもよい。２液は、一方の液体二部
に対して他方の液体一部などという特定の比率で混合するものであってもよい。この場合
、供給装置の流体容器は、１回の作動用フルストロークが、一方の流体容器の投与流体の
１体積単位を構成すると共に他方の流体容器の投与流体の２体積単位を構成するように、
異なる内腔断面を有していても良い。この変更態様で示されるように供給装置と充填用デ
ィスペンサとの間にカップリングを固定することによって、それぞれの流体容器に常に適
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切な流体を充填しておくことができる。
当業者には、本発明が、医療用流体アプリケータに充填される特定タイプの流体や、特に
直前に述べた充填用ディスペンサによって行われる充填操作に限定されるものではないこ
とが理解されるであろう。例えば、生物ならび合成組織接着剤、傷口閉鎖用密封材、およ
び種々の薬品を充填用ディスペンサから分注し、次いで本発明の医療用流体アプリケータ
を利用する医療処置に適用することができる。
しかしながら、本発明の種々の有益な分注、吸引、およびクリアリング機能は、生物用ま
たは他の接着剤を組織表面に投与する医療用途において特に有用な利益を供すると考えら
れる。これに関し、「接着剤」という用語を、ここでは本明細書で一貫して、生物組織を
接着するための接着剤として文字どおり有用であり、あるいは傷口閉鎖処置などのために
体内の空間を密封するために使用される密封材または閉鎖基質として有用である基質のこ
とを集合的に記述するために使用する。
更に詳しく述べると、比較的に速く硬化または凝固する投与組織接着剤または密封材では
、本発明で提供され、上に詳述されたクリアリング特性を特に要することがある、とも考
えらている。また、「硬化」という用語およびその派生語は、ここでは本明細書で一貫し
て、例えば「凝固」、「凝結」、または「架橋」のメカニズムなど、その機械的特性およ
び流動特性に影響を及ぼす基質の本質的物理変化の発生をもたらす任意の機構を意味する
ものとして使用する。また、そのような「高速」硬化気質は、混合すると高速効果反応を
生じる２液性の形態になることが多い。
そのような組織接着剤または密封材の例は多数あり、クリアリング機能を利用することに
よってその投与が向上される。例えば、流体投与処置のときに間欠的な逆向きクリアリン
グを要するいくつかの複合組織接着剤“ＣＴＡ”を説明してきた。本投与発明と組合わせ
て使用するのに適切なＣＴＡの一例は、フィブリン－コラーゲン複合物などのフィブリン
系の複合物の場合がある。また、また、ＰＥＧ－コラーゲンまたはＰＥＧ－ヒアルロン酸
複合物などのポリエチレンググリコールＰＥＧ架橋複合物が適している場合もある。２液
性組織接着剤の別の例は、エドワードソン（Ｅｄｗａｒｄｓｏｎ）他の欧州特許第５９２
２４２号に開示されており、ここでは、フィブリンモノマーは、組織密封材を操作すると
きに緩衝溶液と一緒に同時投与される。
本発明を利用した投与に適した基質の他の例として、グルタルアルデヒドなどによる化学
架橋によって、または、トロンビンまたは XIIＡ因子などによる酸素架橋によって活性化
される増幅フィブロノーゲン状のプロテインなどの生体接着品質を有するある種のプロテ
インポリマーなどがある。また、組織接着処置に関して普通血漿混合物ならびに血小板濃
縮物が開示されているが、それらは投与処置のときに投与管路においてすぐに凝固物にな
る。シアノアクリレート系接着剤等といった合成ポリマーも組織接着または密封処理に利
用できるが、投与管路内で硬化することがあるので、吸引による引き出しが有益なことが
ある。
更にまた、組織接着剤または密封材に加え、または、これに代わる他の液体も投与中に硬
化する特性を有する場合があるが、それらは本発明の投与装置を操作するクリアリングモ
ードによって利益が得られるであろう。例えば、合成ポリマー基質ＰＥＧ、生体侵食可能
ポリマー、非侵食性ポリマー付形剤、ヒドロゲル、培養細胞、または成長因子や生物学系
などの他の種々形態の薬剤などの薬物送達液は、医療用流体送達処置のときに分注管路を
閉塞する基質として投与される場合がある。
本発明と組合わせて利用するのに適している気質は多方面に及ぶものであることに加え、
本発明は上に詳述された特定の構造実施態様に限定されるものではない。また、図１８Ａ
～Ｃに、本医療用流体アプリケータ発明の供給装置部とアプリケータ部の両方の別変更態
様を示す。また、図１９～２０Ｃに、医療用流体アプリケータのアプリケータ部の更に別
の変更態様を示す。
図１８Ａ～Ｃに概観図で示されている医療用流体アプリケータ５００は、前述の医療用ア
プリケータ変更態様に関して図示および記載されたすＢての内部構成要素を含んでいるが
、供給装置部の分注および吸引作動アセンブリと、アプリケータ部のアプリケータ先端の
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構成とに幾分か変更が加えられている。
図１８Ａ～Ｂに、既出実施態様について示されたものにアプリケータ先端５１０の代替変
更態様を備えた医療用流体アプリケータ５００のアプリケータ部５０３を示す。アプリケ
ータ先端５１０が細長い形状であるため、この変更態様は、当該技術分野で周知で説明が
なされている侵襲性のより低いバイパス処置などにおける組織接着または傷口密閉のため
の適度に侵襲的な外科処置において特に有益な用途を有すると考えられる。既に図示およ
び記載された実施態様を考慮して図１８Ａ～Ｂを参照することにより、不図示のアプリケ
ータ部５０３の内部構造が既出実施態様のアプリケータ部３について述べられた内部構造
と同様であることが分かる。
例えば、アプリケータ部５０３は、前述の構成要素など、分枝部と混合部とを有する分注
管路、吸引管路、クリアリング管路、およびシャトルバルブを含んでいる。しかしながら
、この変更態様では、アプリケータ先端５１０の長さを延ばしたことにより、分注管路の
分枝部、吸引管路、およびクリアリング管路が、すべて細長い形態で設けられている。分
注管路の混合管路構成要素と、分注およびクリアリングバルブ部を含むシャトルバルブの
遠位部とは、アプリケータ先端５１０の遠位領域５１２に配置されることが好ましい。ま
た、吸引管路と分注管路の混合部とは、図１８Ａに示されているように、先端吸引孔５１
２および先端分注孔５２４の遠位でそれぞれ終端することが理解されるであろう。
医療用流体アプリケータ５００の作動アセンブリを、図１８Ａに更に詳しく示す。同は、
操作用トリガ５２０が連結されているハンドル５０５を含んでいる。
この変更態様は、流体の分注操作に片手を利用するのに適している。ハンドル５０５と操
作用トリガ５２０とユーザの手で握ることによって、トリガをハンドルに向かって押圧す
ると装置内の分注用アセンブリが作動して、流体を所定増分量だけ分注する。操作用トリ
ガ５２０は、図５を参照するなどして既出実施態様について記載したばね偏倚力および「
ストローク」と同様のばね偏倚力およびフル「ストローク」の動作範囲とを備えている。
また、当業者に明らかであるように、不図示の作動アセンブリの他の構成要素に対する操
作用トリガ５２０の連結は、タックと爪部の機構を含み、さらに前述の可聴および視覚式
体積指示器を含む図５の既出変更態様について記載されたものと同様であってもよい。
図１８Ａに示されているバルブアクチュエータ５３０も、ハンドル５０５に連結されてい
て、操作用トリガ５２０と同様な方法で片手で利用するのに適している。バルブアクチュ
エータ５２０を、ハンドル５０５に対して種々の作動位置に押圧することにより、供給装
置部５０２の内部にある不図示のバルブマニホールドが種々の位置に調節されて、通気経
路、吸引経路、またはクリアリング経路を形成する。また、吸引管路への吸引を閉じて、
クリアリング管路を介する分注管路の混合部への吸引連通を開くために、バルブアクチュ
エータ５２０の作動によって不図示の装置のシャトルバルブ構成要素が選択的に位置決め
される。この変更態様のバルブマニホールドとシャトルバルブとによって与えられる機構
は、この開示によって当業者に明らかであるマニホールドおよびシャトルバルブに対する
バルブアクチュエータ５２０の連結を除き、既出実施態様について図示および記載された
ものと同じである。
本発明の医療用流体アプリケータの更に別の変更態様は、図１９Ａ～２０Ｃの医療用流体
アプリケータを参照することによって与えられる。この変更態様は、既出実施態様の機械
的分注特性、バルブ動作特性、および作動特性のすべてを含んでいるが、アプリケータ先
端６１０には単一分注管路６６０のみを備え、記述実施態様の吸引管路特性を省いてある
。この代替変更態様により、組織準備のための適用吸引の利用が同一管路を通る流体分注
によって連続的に行われ、既出実施態様に設けられていたような２つの隣接する管路を介
した流体投与と同時である必要がないことが理解される。
本発明のこの単一管路変更態様では、一方の特に長い吸引時間のとき、および、他方の長
い分注時間のときに装置を使用できると考えられる。この理由から、分注管路を閉じて共
通管路を介した吸引／クリアリング経路を開くために静止ばね偏倚力に対向してバルブを
手で動かさなくてはならないので、後方位置に対する一定のばね偏倚力があることはシャ
トルバルブにとってさほど好都合ではない。従って、この変更態様では、開閉式ボールペ
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ンに一般に使用されている戻り止めロック機構のような不図示の戻り止めロック機構を、
シャトルバルブが分注位置およびクリアリング位置の２つのうちの一方にそれぞれ一時的
にロックされるように設けることが好ましい。
当該変更態様の種々の操作モードを、関連する既出実施態様の操作を記載した図１２Ａ～
Ｃと同様に図２０Ａ～Ｃに示す。図２０Ａには、図１２Ａのものと同様な静止または通気
位置にあるバルブマニホールド６３０が示されている。図２０Ｂには、第１の作動位置で
作動されたバルブマニホールド６３０が示されている。また、図２０Ｃには、分注管路６
６０の遠位混合領域の内容物を逆行させて一掃する第２のクリアリング位置にあるバルブ
マニホールド６３０が示されている。
以上の開示から、当業者は、本発明が前述の特定実施態様よりも広範囲であることを理解
すべきである。この開示から当業者に明らかとなる前述の特定実施態様の適切な等価物、
変更物、または修正物は、本発明の範囲内に含まれるものと見なされる。
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【 図 ３ 】 【 図 ４ Ａ 】

【 図 ４ Ｂ 】

【 図 ４ Ｃ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ Ａ 】

【 図 ９ Ｂ 】

【 図 ９ Ｃ 】

【 図 ９ Ｄ 】

【 図 ９ Ｅ 】
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【 図 １ ０ Ａ 】

【 図 １ ０ Ｂ 】

【 図 １ ０ Ｃ 】

【 図 １ ０ Ｄ 】

【 図 １ １ Ａ 】 【 図 １ １ Ｂ 】
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【 図 １ １ Ｃ 】 【 図 １ １ Ｄ 】

【 図 １ ２ Ａ 】 【 図 １ ２ Ｂ 】
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【 図 １ ２ Ｃ 】 【 図 １ ３ Ａ 】

【 図 １ ３ Ｂ 】

【 図 １ ４ Ａ 】

【 図 １ ４ Ｂ 】

【 図 １ ５ 】
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【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ Ａ 】

【 図 １ ７ Ｂ 】 【 図 １ ７ Ｃ 】
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【 図 １ ７ Ｄ 】 【 図 １ ７ Ｅ 】

【 図 １ ８ Ａ 】 【 図 １ ８ Ｂ 】
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【 図 １ ８ Ｃ 】 【 図 １ ９ Ａ 】

【 図 １ ９ Ｂ 】 【 図 １ ９ Ｃ 】
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【 図 １ ９ Ｄ 】 【 図 ２ ０ Ａ 】

【 図 ２ ０ Ｂ 】 【 図 ２ ０ Ｃ 】
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